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令和５年度第１回調布市公共交通活性化協議会議事録 

開会  

【事務局】  

それでは定刻となりましたので，ただいまから，令和５年度第１回調布市

公共交通活性化協議会を開催いたします。  

委員の皆様におかれましては，大変ご多忙の中，ご出席を賜りまして誠に

ありがとうございます。本日の開催は，委員改選後，初めての協議会となり

ますので，委嘱状を机上に配布させていただいてございます。また，後ほど

委員の皆様から簡単な自己紹介をお願いしたいと存じます。その後，会長及

び副会長の選任を行います。会長の選任までは事務局が進行を務め，以降議

事の進行を会長にお願いいたします。また傍聴につきましては，本日先着１

０人まで受け付けることとしておりますので，ご承知おきください。それで

は，開会にあたりまして，本協議会を主催いたします調布市から一言ご挨拶

を申し上げます。都市整備部外環・交通担当部長のＷからご挨拶させていた

だきますので，皆様よろしくお願いいたします。  

【Ｗ部長】  

はい，今紹介にありました，調布市都市整備部外環・交通担当のＷと申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中，本協議会

にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本協議会であります

が，令和３年に初めての設置をさせていただき，本年３月にこれまでの委員

の方の任期が満了し，今日お集まりの皆様につきましては，新たに本協議会

の委員としてご出席いただいているということになります。今回がその初回

ということになります。本協議会の委員の構成と致しましては，お手元の要

綱にもございますが，学識経験者の皆様を始め，公共交通事業者の代表の方々，

公共交通に関する行政機関または福祉の関係の皆様，地域の代表市民の皆様

と様々な分野の方にお集まりをいただき，今後，調布市の公共交通に関して

幅広くご議論いただくこととなります。任期としましてはこれから２年間と

なりますので，どうぞよろしくお願いいたします。さて，本日の議題といた

しましては，北部地域における公共交通について，これまでの協議会の中で

も，実証実験などに様々なご議論をいただいており，今後も継続的に進めて
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いきたいと考えております。また今後については，地域公共交通計画の策定

などについても，この協議会でご議論いただきたいと考えております。本日

それぞれの立場から忌憚のないご意見をいただければと思っておりますので，

どうぞよろしくお願いいたします。  

【事務局】  

それでは，配布資料の確認をさせていただきます。資料１といたしまして，

委員一覧。資料２としまして本協議会の要綱，資料３といたしまして北部地

域公共交通に関する新たな実証実験について，でございます。なお，要綱に

つきましては，赤丸の付けたものに差し替えをさせていただきますので，よ

ろしくお願いいたします。席次表は机上に配布しております。委員の皆様，

資料はお揃いでございましょうか。配付書類の確認は以上です。  

続きまして，委員皆様のご紹介に移ります。資料の委員一覧と座席表を合

わせてご覧ください。自己紹介はＷ委員から本日の席順に反時計回りでお願

いしたいと存じます。それではＷ委員，お願いいたします。  

【Ｗ部長】  

改めまして調布市都市整備部外環・交通担当部長のＷです。どうぞよろし

くお願いいたします。  

【事務局】  

続きまして狛江市のＶ委員はご欠席でございますが，代理でＹ様にご出席

いただいてございます。お願いいたします。  

【Ｖ委員代理  Ｙ様】  

狛江市道路交通課長Ｖの代理で参りましたＹと申します。どうぞよろしく

お願いいたします。  

【Ｕ委員】  

調布警察署交通課のＵといいます。よろしくお願いします。  

【Ｑ委員】  

東京運輸支局輸送担当のＱといいます。よろしくお願いいたします。  

【Ｐ委員】  

同じく，東京運輸支局の総務企画担当のＰと申します。よろしくお願いし

ます  。  
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【Ｏ委員】  

京王バス労働組合のＯと申します。よろしくお願いします。  

【Ｎ委員】  

京王自動車労働組合執行委員のＮです。よろしくお願いします。  

【Ｍ委員】  

東京ハイヤータクシー協会三多摩支部の副支部長を仰せつかっております

Ｍと申します。よろしくお願いいたします。  

【Ｌ委員】  

東京ハイヤータクシー協会の業務部長でございます，Ｌと申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。  

【Ｋ委員】  

東京バス協会の乗合業務部のＫでございます。よろしくお願いいたします。 

【Ｊ委員】  

京王バス乗合事業担当のＪでございます。どうぞよろしくお願いします。   

【Ｉ委員】  

小田急バス計画部のＩと申します。どうぞよろしくお願いします。  

【Ｇ委員】  

第三小学校地区まちづくり協議会のＧと申します。よろしくお願いいたし

ます。  

【Ｆ委員】  

緑ヶ丘・仙川まちづくり協議会から参りました，Ｆでございます。前回よ

り引き続き，またよろしくお願いいたします。  

【Ｅ委員】  

Ｅと申します。すぎもり地区の南側の方の多摩川沿い，染地２丁目３丁目

の地区の住民の方たちと活動をしております。昨年２年続いて今年度も委員

を務めさせていただきますので，どうぞ皆様よろしくお願いいたします。  

【Ｄ委員】  

ふじみ地区自治会等連合会Ｄといいます。調布北部地区の代表として参加

させていただいております。よろしくお願いします。  

【Ａ委員】  
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中央大学の研究開発機構のＡと申します。よろしくお願いいたします。  

【Ｂ委員】  

高崎経済大学のＢでございます。都市政策，交通政策を専門に取り扱って

研究しております。よろしくお願いいたします。  

【Ｃ委員】  

調布市社会福祉協議会地域福祉推進課長のＣと申します。よろしくお願い

します。  

【事務局】  

委員の皆様，誠にありがとうございました。なお，本日京王電鉄株式会社

のＨ委員，国土交通省相武国道事務所のＲ委員，東京都北多摩南部建設事務

所のＴ委員におかれましては，ご欠席の旨連絡を頂戴してございます。また

東京都交通企画課のＳ委員におかれましてはご欠席となっておりますが，オ

ブザーバーとしてＸ様にご参加をいただいてございます。また本日の議題に

つきましては，ご案内の通り北部地域におけるデマンド交通についてでござ

いますので，隣接市の三鷹市都市整備部都市交通課課長補佐のＺ様にオブザ

ーバーとしてご参加をいただいてございます。  

本日の協議会には代理出席を含め 19 名の委員の皆様にご出席をいただい

ておりますので，要綱第７第２項に規定する定足数に達しておりますので報

告をさせていただきます。続きまして，会長及び副会長の選任に移らせてい

ただきます。要綱第５に，会長は委員の互選によると規定してございます。

委員の皆様，ご推薦などございましたら挙手にてお願いいたします。Ｗ委員

お願いします。  

【Ｗ部長】  

これまでも会長職をお務めいただいており，専門的知見から様々なご助言

をいただいております，Ａ委員を会長に推薦したいと思います。  

【事務局】  

ただいま，Ａ委員を会長にとのご意見がございましたが，Ａ委員，お引き

受けいただけますでしょうか。  

ありがとうございます。Ａ委員に会長職をご了承いただけました。それで

は，Ａ委員に会長をお願いしたいと存じます。  
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次に副会長でございますが，要綱第６により副会長は会長が指名するとし

ておりますので，Ａ会長，副会長の指名をお願いできますでしょうか。  

【会長】  

私の専門が交通計画なのですが，Ｂさんの交通計画とまちづくり両方の視

野においてやられておりますので，Ｂさんを推薦したいと思いますがよろし

いでしょうか。  

【事務局】  

ありがとうございます。Ａ会長から副会長にＢ委員をご指名いただき，Ｂ

委員が副会長職をご了承いただけました。Ｂ先生，どうぞよろしくお願いい

たします。  

それでは，会長，副会長からご就任の挨拶を簡単にお願いしたいと存じま

すが，会長からお願いいたします。  

【会長】  

中央大学のＡと申します。交通の今回委員長を引き受けるにあたって，特

に私の専門が高齢者・障害者の交通問題やデザイン問題を扱っております。

具体的には，羽田国際ターミナルの設計などを現在も継続しております。 20

年近くなりますが，交通計画においては，調布市はじめ色々なところで交通

計画の実践的なところに係わっておりまして，６月にはモンペリエという都

市の視察に行き，交通費が 12 月の末に全ての市民を無料にするという EU き

っての優れた都市を拝見して今まとめている最中です。そういう経験を積み

ながら交通計画もやっております。  

最近は私自身，自分の研究のなかでオリンピック・パラリンピック以降，

交通が大きく変化していることを感じております。具体的には，皆さんご存

知の通り，環境がかなり変化してきているということや，交通の CASE などと

言われていますが，自動運転あるいはシェアリングなど様々なことが変化し

てきており， 100 年に１回の大きな大転換だろうと私は認識しております。

そういう中での，皆様が利用する比較的安定した現在の交通が今後どうなる

かは，恐らく 10 年， 15 年経つと相当変わるだろうと思っております。特に

自動車から公共交通への転換は，どのように進めたらいいかということも重

要な課題だと思っております。その中で，人々のモビリティを守っていくた
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めに，小型の公共交通をどう活用するかというのは調布市では重要な課題と

なっておりますので，頑張って尽力させていただきたいと思いますのでどう

ぞよろしくお願いします。  

【事務局】  

ありがとうございました。  

それではＢ副会長，一言お願いいたします。  

【副会長】  

ただいまご紹介いただきました。高崎経済大学のＢでございます。先ほど

Ａ会長からもご紹介いただきましたが，都市政策から交通政策もやっており

ます。また，まちづくりということで地域に合う移動の仕組み作りのような

ことを住民の方とどう育てていくかを，この 10 年間ずっと研究をしておりま

す。都市政策に関しては自治体側の政策をどう推進させるか，お手伝いがで

きるかということを研究しています。参加されている地域の方や，都市政策

に関わるステークホルダーの皆様，それから調布市の皆様とそれぞれ合意を

した良い内容となるように，協議会運営に携わってまいりたいと思っており

ます。皆様方からたくさんのご意見をいただく中で私自身も勉強して成長し

てまいりたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。  

【事務局】  

ありがとうございました。  

それでは，以降の議事進行をＡ会長，よろしくお願いいたします。  

 

議題  北部地域公共交通に関する新たな実証実験について  

【会長】  

それでは，北部地域公共交通の実証実験についてということで，まず，こ

のご説明をしていただきたいと思います。事務局の方からよろしくお願いい

たします。  

【事務局】  

それでは，「北部地域公共交通に関する新たな実証実験について」，ご説明

いたします。  

お手元の資料「北部地域公共交通に関する新たな実証実験について」に沿
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って進めてまいりますのでよろしくお願いいたします。  

２ページを御覧ください。まず，北部地域の公共交通に関する，これまで

の経緯についてご説明いたします。  

北部地域では，平成 18 年にミニバス北路線の暫定運行を開始し，平成  

２４年から本格運行を実施してまいりましたが，コロナ禍による収支の悪化

等により令和２年 11 月には１日 16 便から 17 便運行していたものが２，３便

と大幅な減便となりました。このため，減便の影響を受けた地域の方々の移

動手段を確保するために，地域自治会などを通して意見交換をおこない，巡

回ワゴンバスの無償運行による実証実験を，令和４年１月 28 日から令和５年

３月 31 日の概ね１年間実施してまいりました。  

しかし，この間，巡回ワゴンバスの実証実験に寄せられたご要望への対応

を検討する中で，北部地域のニーズに対し，より柔軟に対応できる公共交通

の検討が必要とのご意見をいただき，新しい交通手段として，デマンド型交

通の検討を進めております。  

なお，本年度４月からは，次の新たな実証実験が取りまとまるまでの一時

的な措置として，週２回運行していた巡回ワゴンバスを週１回に縮小した形

で継続して運行しております。  

次に３ページを御覧ください。  

昨年度の実証実験の概要についてご説明いたします。昨年度の実証実験は，

ワゴン車両による定時定路線型で運行させていただきました。  

運行内容は，毎週火曜日と金曜日の午前９時台から午後３時台まで，運賃

は無料，バスの定員は 10 人，京王バス株式会社様に運行委託いたしました。 

当初は，令和５年１月までの予定でしたが，３月末まで延長し，４月から

は週１日で暫定的に運行しています。  

運行開始の令和４年１月 28 日から翌年２月 28 日までの計 112 日間の利用

者数の推移を，下側左のグラフにて示しております。  

また，その右側に，延べ利用者人数を表でまとめており，２月までの延べ

利用者数は 3,123 人，１日当たりの平均利用者数は 27.9 人，１便当たりの平

均利用者数は 4.0 人でした。  

令和４年 10 月からは，年齢制限を撤廃いたしましたが，大きな増加にはつ
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ながりませんでした。  

なお，本年４月からの利用状況も，一便あたり概ね４人で推移しておりま

す。  

４ページを御覧ください。  

巡回ワゴンバスのこのような利用状況や，これまでに寄せられた，行きた

い場所とルートが一致しない，巡回のため目的地まで時間がかかるなど，さ

まざまなご意見をいただきました。  

特に逆回りのルートやバス停の増設については，多くの要望をいただいて

おりましたが，道路幅員や交通規制により，対応が困難であることや，ヒア

リング調査の結果，利用者が限定的であることが判明するなど，公共交通と

して課題が多い状況にありました。  

このため，北部地域の要望にお応えするには，他の公共交通の実証実験が

必要であるとの考えに基づき，本年度，デマンド型交通を試行することとな

りました。  

５ページを御覧ください。  

次に昨年度の定時・定路線型の実証実験と，本年度実施を検討しているデ

マンド型実証実験の違いについてです。  

昨年度の巡回ワゴンバスは，定時定路線型で，決まった路線，決まったダ

イヤで運行しました。  

一方，デマンド型交通は，一定のエリア内とはなりますが経路は決まって

おらず，予約に応じて利用者のニーズにあわせて乗り合いをしながら，希望

する乗降ポイントから乗降ポイントへ適切なルートで移動ができます。  

６ページを御覧ください。  

デマンド型交通について，もう少し詳しくご説明いたします。  

デマンド型交通は，対象地域内で行きたい場所へ乗り合いながら運行する

乗り合いタクシーであり，乗降ポイントを効率的なルートで運行します。乗

降ポイントは公共施設や医療機関，商業施設などを中心に設置予定です。利

用する際には，電話やインターネット，スマートフォン等で事前に予約いた

だきます。  

右下に「利用の流れ」がありますが，利用者が，電話またはスマートフォ
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ンのアプリ等で予約をすると，コールセンターがデマンドシステムで最適な

ルートと到着時間の目安をお伝えいたします。乗り合いの場合も同様です。

予約された時間に，利用者が指定した乗降ポイントへ車両が到着し，場合に

よっては他の利用者と乗り合いながら，指定したポイントへ向かいます。  

このように，昨年度の巡回バスとは異なり，予約のひと手間がありますが，

巡回バスよりも，より効率的で柔軟な運行ができると期待できます。  

次に７ページを御覧ください。  

本年度に予定している実証実験の概要についてご説明いたします。  

運行範囲は，右図のとおり，深大寺北町と東町となります。その他，区域

外のアクセスポイントを設置予定です。  

運行事業者は，バス又はタクシー事業者に業務を委託することで運行いた

します。運行態様は区域運行，いわゆるデマンド型交通を有償により実施い

たします。  

８ページを御覧ください。  

運行は月曜日から土曜日までの週６日，時間が午前９時から午後５時まで

を予定しています。運行エリアは，さきほどご説明した深大寺北町と深大寺

東町です。車両はタクシー車両２台を予定しております。  

料金は，大きく２つに分かれます。一つは，深大寺北町と東町に設置した

乗降ポイントのみを利用する場合を地域内と設定しました。  

地域内にある乗降ポイントから乗車して，地域内の乗降ポイントに降車す

る場合は一律料金となります。  

もう一つは，深大寺北町と東町に設置した乗降ポイントから乗車し，元気

創造プラザや杏林大学病院などの乗降ポイントで降車する場合，又はその逆

の元気創造プラザや杏林大学病院などの乗降ポイントで乗車し，深大寺北町

と東町に設置した乗降ポイントで降車する場合です。  

この利用方法を地域外と設定しました。料金設定は元気創造プラザや杏林

大学病院などそれぞれの乗降ポイントごとに料金を設定しております。  

なお，区域運行という形態でございますので，地域外の乗降ポイントから

地域外の乗降ポイントの利用はできません。  

未就学児，障害のある方，介護者などは，地域内，地域外のそれぞれで料
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金を設定しております。  

利用にあたっては，電話，アプリ等での予約が必要となります。  

９ページを御覧ください。  

デマンド型交通の実施に向けたスケジュールは，こちらの通りです。  

本日の協議会で，デマンド型交通の実証実験の内容について，概ね御了承

いただけましたら，表の一番下のとおり，１２月からの運行を目指し，認可

手続き，事業の周知，利用方法の周知を進めてまいります。  

10 ページと 11 ページを御覧ください。次に乗降ポイントについてです。  

10 ページは，これまで北部地域の方々と検討して参りました乗降ポイント

の一覧です。色分けは，これまでの調整状況を識別するために分けておりま

す。90 箇所の乗降ポイントから候補を想定し，施設管理者や地権者との調整

や現地調査を実施したところ，現在，設置が見込めるのは， 11 ページの 25

箇所となっております。  

しかし，あくまで現時点での内容となっております。  

乗降ポイントの数は，利便性に直結するため，地域の方々からは，乗降ポ

イントの設置数について，もっと増やすことはできないかとの強い要望をい

ただいており，現在，警察や施設管理者とも重ねて協議を継続しております。  

当市としては，当初の 90 箇所をベースに，施設管理者の了承が得られなか

った場所や，極めて設置が困難な道路を除き，柔軟な対応ができればと考え

ております。  

現在は，設置が難しいポイントや，施設管理者との協議が不調となったポ

イントについて，近隣に代替となる乗降ポイントの設置ができないか，また

は，再度，見通しの良さや交通量などを鑑みた場合に設置の可能性がないか

など，様々な角度による検証を進めております。  

このため，今後の乗降ポイントは，11 ページ掲載箇所より増加が見込める

と考えております。  

12 ページから 17 ページも，現時点の設置を予定している乗降ポイントを

地図に落としてはおりますが，今後できるだけ空白を埋めていきたいと考え

ています。  

次に，少し飛びまして 18 ページをお願いいたします。  
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これは，巡回ワゴンバスのバス停を表示しているものですが，デマンド型

交通の乗降ポイントを設置するにあたっても，地権者や管理者の方々と協議

の上，目印を設置する予定です。  

特に公道上に設置する乗降ポイントの場合，車両が先着して客待ちは行わ

ないことを，十分に周知する予定です。  

次に 19 ページを御覧ください。  

他地域のデマンド交通で利用している車両を参考に掲載しております。本

市では，右側のセダンサイズのタクシー車両を想定しています。  

以上が，本年度，運行を検討するデマンド型交通の概要となります。  

今後ですが，本資料の９ページにお示ししたとおり，本年 12 月から運行と

する場合，国交省への申請について９月末が必須となります。  

なお，今回の運行は，実証実験として道路運送法第 21 条許可を申請する予

定であり，当協議会で協議が調った証明書を提出することとなっております

ので，御審査のほどよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。  

【会長】  

はい，ありがとうございました。この議題は，これまで調布市が実証実験

として北部地域巡回公共交通を定時定路線で無料運行してきたものを，予約

型タクシーに運行内容を変更して，新たにデマンド交通の実証実験を有料で

実施するというものです。今回予定している運行では，地域からの要望を受

けて調布市域だけでなく，隣接する三鷹市内も一部乗降ポイントを設置して

います。また区域外ということで，運賃も深大寺地域と異なる設定になって

います。本日は三鷹市さんも出席されていますので，三鷹市さんから何かご

意見がございましたらお願いしたいと思います。  

【三鷹市  Ｚ様】  

三鷹市都市交通課のＺでございます。先ほどございました調布市様のデマ

ンド交通につきましては，事前に調布市様より説明を受けておりまして，先

月，７月 22 日に開催いたしました三鷹市地域公共交通活性化協議会でも，簡

単ではございますけれどもご報告をさせていただいたところでございます。

特にこの乗降ポイントの一つでございます元気創造プラザにつきましては，

三鷹市と調布市で組織しているゴミ処理施設であるクリーンプラザふじみの
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予熱を使用した施設でございまして，プールなどについては調布市民も市民

料金で利用できる施設となっております。そういった中で，元気創造プラザ

については，ぜひ調布市にお住まいの方にもご利用していただきたいと思っ

ておりますので，三鷹市としましては三鷹市域を一部運行するということに

ついては問題ないと考えておりますので，意見は特にございません。よろし

くお願いいたします。  

【会長】  

はい，ありがとうございました。事務局からの説明があった通り，乗降ポ

イントの設置数については，資料の段階では 25 ヶ所ということでした。協議

会に向けて地域と調整する中で警察と改めて協議した結果，当初の候補であ

る 90 ヶ所をベースに，これからかなり増加が見込める可能性を持っている，

というご理解をしていただきたいと思います。  

それではご質問やご意見がある方は挙手をお願いいたします。いかがでし

ょうか。  

【Ｄ委員】  

それでは北部地区を代表して，これまでの地域団体の方々と話した結果に

基づいてお話ししたいと思います。  

やはり，デマンド交通というのは，先ほどから何回か出ていますように，

皆様もご理解いただけると思うのですが，乗降ポイントがいかに増やせるか

ということがポイントだと思うのですね。三鷹市は 60 ヶ所で運行されていま

す。ということは現在ベースになっている，想定している 90 ヶ所に対して，

調整中も含めて 25 ヶ所と。これ地域内の，３団体で色々話をしているのです

が少しあまりにも少なすぎる。なぜかというと，現在の定時定路線巡回交通

が 18 停留所です。デマンド交通というのは柔軟な対応ができるように住民に

対して移動手段を与えるという題目となっているのですけども， 18 が 25 だ

と柔軟なサービス提供にはなっていないと私たちは考えています。これは何

故こうなるのだろうと。先ほど説明のあった資料の 12，13 ページ，特に三鷹・

大沢地区と隣接しております 13 ページの北町というところですね。左側の方

が三鷹・大沢地区になりますが，この市境のところを私たちは歩いて乗降ポ

イントを確認しました。一体どうなっているのだろうと。紙面でいうと，こ
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の北町のところには公園が１ヶ所しか印がない。これから増えていくという

ことは理解しておりますが，隣接している三鷹市については，乗降ポイント

は７ヶ所ある。そこで，道幅も仲間と実測しました。そのことを踏まえて，

北町の方に，あるいは東町も同じだと思うのですけども，乗降ポイントが増

やせないというこの１点が，やはり私たち地域住民として，今この状態で出

発していいのだろうかと。増えるという説明はあるのですが，いつまでに何

か所を目標にしてやるのかっていう規模感がないと，前の巡回交通の時も 18

ヶ所が定まるまでの間に，私たち地域住民が逆回りの運行やバス停の増設し

てほしいという提案をして，５，６ヶ所ぐらい増やしてほしいということを

申し上げたのですが，増えたのは１年間で２か所だけでした。その経験から

すると，現在が 25 ヶ所から， 26 ヶ所くらいまで増えるかもしれないが，三

鷹市のように相当の乗降ポイントになるのだろうかと。ここのところが私た

ちは予測が立てられない。その辺の課題についてどう打開していくのか，地

域住民にしっかりと説明できないと前に進まないような気がします。  

【会長】  

ありがとうございます。 25 ヶ所では足りない，できれば 90 ヶ所欲しいと

いうことですけども，少なすぎるということをご指摘されたと思います。お

そらく，警察とこれから交渉してそれをどれだけ増やせるかというところに

ついて，Ｄ委員はあまり増えないだろうというご見解です。そこで，ここに

もう１つ科学的なアプローチで申し上げます。人の歩行，バス停までの歩行

はどのぐらい考えたらいいのか，ということですが，デマンドは０ m なので

す。私がこの間実験を行ったのですが，確か鳥取の日南町ではデマンドの実

験を何回かやって，そこでは０ｍ，つまり自宅の前ということが原則。スウ

ェーデンでやり始めた 1995 年に視察に行った時には，すべての家庭から 150m

以内にコミュニティバスのバス停を設置していこうというような。住民の人

に利用していただくために 150m という基準を設けてバス停を設置していま

した。  

おそらく調布市も，そのような視点で住民 150m 以内にたどり着けない家が

何件あるかなどを考えて，特に 150m 以上の所はどのくらいの面積があり，ど

のくらい救済できないかという視点から，もう一度，増設の箇所数について
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警察と協議することは大事ですが，市として，ここを重点箇所として設置し

たいということを警察に伝えるのもやってみてはどうでしょうか。その結果

はどう出るかわかりませんけれども，それも併せてやってくださいというと

ころもあると思いますので，住民の人たちが満足いく，90 ヶ所全部というの

は無理かもしれませんが，できるだけ近づけるための努力を戦略的に考えて

ください，と言うのがＤ委員のご意見だと思いますのでよろしくお願いしま

す。他にいかがですか，どうぞ。  

【Ｋ委員】  

東京バス協会のＫでございます。質問が５つほどあります。  

まず第１の質問ですけれども，なぜデマンド交通なのかということを感じ

ました。特にこの資料の４ページですが，今あるワゴン型のバスで補えない

ところをデマンド型交通で補うというところは分かるのですけども，このブ

ルーで書いてあるお客様の意見について，これを解決するのがなぜデマンド

型交通なのでしょうか。下から３つ目の，乗降場所までが遠いので利用しに

くいというのはデマンド型交通で解決しそうな気もしますが，その他につい

てはデマンド型交通で解決するのか疑問なところがあり，これは一足飛びの

ような感じを受けます。まずこれが一点です。  

２つ目は，すごく急だなという印象です。今回の実証実験のスタートは 12

月ですが，３ヶ月の申請期間を設けるとなると９月には申請を提出すること

になると思います。例えば誰がこれを運行するのかということは，もうすで

に決まっているのでしょうか。  

質問３としては， 21 条許可については，収支計画が必要だと思いますが，

準備などは進んでいるのでしょうか。それから，デマンドのシステムの事業

者は決まっているのでしょうか。これが不明だということです。  

最後に，これは公費負担が入るのでしょうか。新しい公共交通をするわけ

なので，既存のバスやタクシーの運転手さんとプラスアルファの運転手さん

が居ないと賄えないと思います。今は非常に運転手不足が叫ばれている中で，

新たな交通を導入するにあたっては，それなりに公費負担がないと，多分賄

えないだと思います。その辺についてお聞きしたいです。  

【会長】  
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ありがとうございます。Ｋ委員から４点ありましたが，一つひとつお答え

ていただけますか。  

よろしくお願いします。  

【事務局】  

ご質問ありがとうございます。  

まず１点目の，なぜデマンド型交通かという御質問ですが，４ページの一

番上にも書かせていただいている通り，巡回ワゴンバスの逆方向やルートの

増設について地域の皆様方から多数の御意見を頂いたところでございます。

懸案事項としましては，当地区は一方通行や右折禁止等の交通規制があり，

逆回りルートの設置が困難な状況でございます。デマンド型交通の可能性に

つきましては，定路線ではなくタクシー車両であるため，逆回りのような運

行が可能になることから，今回デマンド型交通を予定しているところでござ

います。  

続きまして，スケジュールですが，御指摘の通り 12 月からの運行を目指し

ているところではありますが，運行事業者につきましては７ページの記載の

とおり，現時点ではまだ決まっておりません。バスまたはタクシー事業者を

予定しているところでございます。  

３点目に御質問がありました収支計画も，タイトなスケジュールではあり

ますが，これから作成を予定しているところでございます。  

システムの構築についても同様です。システム事業者にヒアリングを行い

時間がかかると把握しているところではありますが，これからシステムの構

築を予定しているところでございます。公費の負担は行う予定です。  

【Ｋ委員】  

公費負担の有無は，事業者が手あげる時にものすごく重要なことですが，

それが決まらないと手を挙げるにも上げられないと思います。  

また，１問目の回答で，逆ルートを作れないが別にそれは今のルートの逆

ルートなわけではなくて，ルートを変更した新たなルートを作ればいいので

はないかと思いますが。揚げ足を取るようですみません。  

【会長】  

逆に言うと，色々なルートあるかもしれないというご議論は，その通りだ
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と思います。しかし，調布のこの地域はおそらく５ .５ m 以上の道路が極めて

少ないということがあります。路線型の運行ですと選択の幅が極めて低いと

いうことも踏まえてみると，どちらかというとデマンド型のほうが自由度が

高く，利用者に適正にアクセスできるような条件が整うというようなことで

計画をされたのだろうと思います。  

【Ｄ委員】  

すみません，先ほどのＫさんと事務局のやり取りで１つ注釈をつけたいと

ころがあります。資料でデマンド型交通について１番上の巡回ワゴンバスの

逆方向増設の希望が地域からあり，それができない理由として，一方通行や

右折等の交通規制があると書かれていますけれど，現行のルートの中では存

在しないと思います。現行のルートでこれができないのは，我々は認識して

いるのは，利用者数が一番の理由じゃないかなと思っているのですよ。だか

らこのように記載されていますが，私もここは現状違うのではないかと。道

幅の件はまあ分かります。だけど，このように書かれますと，ちょっとこれ

は違うよねと。ここは書き方を変えて欲しいと思います。そこが原因だと言

われてしまうと。  

【会長】  

一方通行や右折禁止等の交通規制があり，逆回りの設置は困難であるとい

う理由の他に，これ以外も理由があるのではないかということですね。これ

については，後で追加をしてください。他にいかがですか。  

【Ｆ委員】  

昨年度からずっと聞かせていただき，デマンド型交通になるのだなという

ことで，非常に期待感と，これが本当に実施されるのかということが，他地

区におきましてもこれが成功例になればいいなと思っています。すごく期待

しているのですが，先ほどのご意見のように，システムの件や公費が入るの

かというのは，当然，私はこの実証実験というのは，意図があるのではない

かと私は思ってしまいました。 400 円で自宅から，という形にはなったが，

非常に便利であるということで，昨年度に先生が伺ったように，公費がある

特定の方にどれだけお金がかけられるか，その方たちがご不便だということ

に関して市の予算がどれだけかけられるのかという，特定の方にかけられる
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のではないということ。  

また，東京都の方から，ミニバス減便の時に「今あるものがずっとあるわ

けではありません」と言っていたのが非常に衝撃でした。会長からもミニバ

スというものが低料金で走るということが本当は失敗ではなかったのかとい

うようなことを伺い，やはりその時も非常にセンセーショナルで，現実に限

りのある財源の中からどれくらい地域福祉として使わせていただけるのかと

いうのは考えることがございました。  

今後はデマンド型交通ということで，資料の車両について見ると，いわゆ

る自動車型だとすると運転手さん以外に４人が乗れるということ，  

それと，私がもし電話をかけて利用するとすれば片道 400 円，地域外なら

700 円。これは往復ではなく，やはり 1,400 円なり 800 円のお金をかけると

いうことで，そのシステムがどういうシステムによって安価になるのか，と

いうことが分からないと感じた。  

例えば，UBER のような地域の白タクのようなイメージで，この地域にいる

人が電話を受けたら動くと言うような，もう少しお金がかからないデマンド

交通というものを考えていたが，今日の説明を聞いて，まだまだなんだな，

というのが実感でございます。  

もう１つは，私は令和２年の 11 月に 37 系統が１日 16～ 17 便あったという

ことと，それが２～３便へ大幅減便になったということも，他地域なので知

らなかった。  

その地域の人が１日 16～ 17 便のミニバスを使ってきた方たちが，どんなに

ご不便だったか，がっかりしたかというのを改めて感じました。これから様々

な取り組みをスピードアップして，地域のためになるようになったら良いと

考えています。  

【会長】  

ありがとうございます。Ｆ委員から重要な問題が提起されたと思います。

税の配分に対して運賃をどうするかということなど。税の配分というのは，

ガソリンの価格もそうですが， 180 円くらいになってしまうから補助金を出

すというのは基本的に為替などの様々な要因からなっており，そこに自動車

を使う人という特定の人たちだけに配分するということは，ある程度正しい
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けれど同時にある程度間違いでもある。それと同じように，特定のバスに乗

る人や，あるいは特定のタクシーに乗る人だけに手厚く配分するというのも

良いということになる。しかし，ある程度は配分してもいいけれど，その「あ

る程度」のラインが現在は分かっていない。そういう意味で，もう少し歴史

的に振り返ると，日本では公共交通について行政が責任を持ってこなかった。

民間におまかせという形式でずっとやってきた。これは先進国の中で日本く

らいではないか。アメリカや英国，フランスなどでは，４割くらいが個人で

払う費用で，６割くらいが税金となっています。税金の投入は当たり前で，

EU などはもう税金で動かすことが大前提となっている。行政がバスやタクシ

ーを放置していたら自分たちのモビリティを守れないので，行政が税金を出

して少しカバーするために考えられたのがコミュニティバスやデマンドバス

です。従って，非常に良いことなのですが，コミュニティバスと民間のバス

事業あるいはタクシー事業との調整しながらというのは非常に難しい。行政

を生かしながらということが一点。  

２点目は，UBER を入れたらどうかという議論ですが，タクシー議連が UBER

に反対して追い出してしまった。ところが英国やフランス，アメリカなどで

は UBER が堂々と使われており，住所さえ入力すればそこに行けるということ

で，サンフランシスコに行っても UBER を使うことがほとんどです。個人で自

動車を所有している人が駐車している台数が 95%，ということは 6,000 万台

あって 5,700 万台ぐらいが存在している。それを有効に，空いている車と時

間が空いてる人を使おうということで UBER があり，アメリカではタクシーに

乗る６割くらいの予算でいける。UBER は，最近では菅元首相がシェアライド

はそろそろ認めてもいいのではないかと言い始めた。これはドライバー不足

からきている。先ほどＫ委員がドライバー不足について触れましたが，ドラ

イバーが不足しているからデマンドをやめようということではなく，ドライ

バー不足に対して，市民がドライバーになれば良いのではないかと私は考え

ている。ただ，これを行うには法律をいくつもクリアする必要がある。しか

し，シェアライド規制があるのは日本だけという状況です。もしそれができ

れば６割くらいの料金で移動ができることになる。地方では特に必要だけど，

東京などの都市部では，むしろタクシー会社やバス会社の人たちに働いてい
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ただける場所に作り替える必要がある。行政がお金を出すのは，デマンドで

は当然のことであり，一般のバスにも出して欲しいくらいです。このような

取り組みを行って，いい意味でのモデルチェンジをこれからできるかが今回

の実証実験には含まれています。だから，税の配分をどうするか，公共がど

れくらいお金を出すべきか，市民はどれくらい払うと良いか，どこにどの程

度のサービス水準を上げいくべきか，やり方によって全く異なってくる。利

用者が協力しないと高くなっていくということもあり，実験的にこれをやら

ざるを得ない状況が調布市にあるので，支えていくためにどうしたらいいか

考える必要がある。かといって，バス会社やタクシー会社に対しても，ビジ

ネスが成立するような条件も作り上げていかないといけない。このような難

しい問題が  今我々の前にあるということを，Ｆさんにはおっしゃっていただ

いた。どうもありがとうございました。  

【Ｉ委員】  

３点質問させていただきたいと思います。  

１点目がですが，デマンドの地域外のポイントについて，コーナン，元気

創造プラザ，杏林大学病院がありますが，杏林大学病院は医療機関なので分

かりますが，元気創造プラザは他行政の施設でなぜなのか，三鷹市からの要

望があったということでしょうか。これが１点目です。  

２点目はですね，料金が設定されていますが，特にコーナンと元気創造プ

ラザが 400 円，杏林大学病院は 700 円となっています。これを設定された根

拠があればお聞かせいただきたいと思います。  

最後に３点目ですが，元気創造プラザと杏林大学病院について，すでに三

鷹市コミュニティバスが小型バスで運行しております。特に杏林大学病院は

コミュニティバスに加えて一般のタクシーも乗り入れしています。この２箇

所はピンポイントで乗降場所が決まっているのでしょうか。特に杏林大学病

院はバスとタクシーが乗り入れしていますので，何かしらの運用ルールとい

うがありますので，その件も踏まえてポイント設定がされているのかどうか

確認させていただきたいと思います。  

追加で，先ほどのご質問の件でお聞きしたいのですが，運行事業者がまだ

決まっていないということでしたが，今後，運行事業者はどのようにして決
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めるのかを伺います。今の時点で運行事業者と補助金・公費の詳細が決まっ

てないということであれば，12 月の実証実験に間に合うのか改めて質問しま

す。  

【会長】  

はい，ありがとうございます。おそらく，杏林大学病院や元気創造プラザ

などのポイントをどのように決めたのかということと，運賃の根拠，そして

最後に運行事業者はどうするのかという点ですね。  

【事務局】  

ご質問ありがとうございます。三鷹市内のコーナン三鷹店様，元気創造プ

ラザと杏林大学病院様につきましては調布市外ではありますが，地域の皆様

方からの要望により，乗降ポイントの設置に向けた調整を進めてまいりまし

た。  

また，料金設定につきましては，資料の 12 ページのとおり，コーナン三鷹

店様につきましては地域外の北西に位置しており，元気創造プラザにつきま

しては地域外の北東に，杏林大学病院様については少し離れたところに位置

しております。まず地域内を 300 円と言う形で設定させていただき，市境に

隣接するコーナン三鷹店様と元気創造プラザにつきましては 400 円で設定さ

せていただきました。杏林大学病院様の 700 円は，タクシー事業者様との話

し合いから，地域内として設定している深大寺北町と深大寺東町の西から杏

林大学病院様までタクシーで行く場合，およそ 1,600 円かかるとお聞きしま

した。２名が乗車すると想定して，１名あたり 800 円，そこから 100 円割引

いた金額で設定させていただきました。  

【会長】  

大体のご質問に答えたと思うのですが，私からコメントをさせていただき

たいと思います。杏林大学病院と元気創造プラザというのは調布市の行政管

轄より外側です。交通，人の移動というものは，行政管轄とは関係ないもの

です。だから，そういう意味ではよくぞやった，というくらい大事なことが

今回行われたと思います。三鷹市と調布市を相互に行ったり来たりできると

いう環境を作るという点で，病院とか元気創造プラザを乗降ポイントに入れ

たということはとても良いことだと私は思いますので，ぜひ進めていただき
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たい。  

デマンドタクシーの 700 円というのは，これは運賃が安すぎるとそこにお

客さんが流れてしまうので，北部地域内にデマンドタクシーが留まって欲し

いという行政の配慮で決められたという解釈だと思います。これについては，

民間タクシーにある程度配慮したり，住民に配慮したりと色々な配慮を行わ

ないと行政が前に進めないのが現状であるという理解をしていただけたらと

思います。  

運行事業者についてというご質問がありましたが，どうですか。  

【事務局】  

運行事業者につきましては，事前にヒアリングをさせていただいており，

対応可能と答えた事業者さんと事前の相談をさせていただいております。契

約はまだではございますので，事業者は未決定ですが，そのように調整を進

めております。  

また，地域外の乗降場所の詳細が具体的に決定しているのかとご質問もあ

ったかと思います。こちらについては，この資料を作成した後も継続的に協

議をしている中で，地権者の方から乗降ポイント設置について了承を頂いた

だいておりますが，具体的な調整につきましては，継続して協議が必要とい

う段階でございます。以上です。  

【会長】  

ありがとうございます。  

【Ｉ委員】  

乗降場所は，まだ細かくは決まってないということでしょうか。というの

も，特に杏林大学病院は一般タクシーも乗り入れるので，料金が違うことも

ありますし，乗降場所によってはトラブルにもなりかねないので確認したい

です。  

【事務局】  

杏林大学病院様からは，デマンド型交通の乗降ポイントとして使用するこ

との了承を頂いております。但し，一部，利用者の誘導なども含めて指定い

ただく部分がありますので，設置には継続的な調整協議が必要になってくる

ということです。また，関係各所には継続的にご相談させていただきます。
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以上です。  

【会長】  

はい，どうもありがとうございます。  

【Ｊ委員】  

乗り場についていろいろご議論があったと思います。10 ページになるかと

思うのですが，我々バス事業者もバス停の設置作業は日頃おこなっていると

ころであり，その立場からも，乗り場を作るというのは非常に大変な作業で

あると言えます。資料にもありますが，施設管理者や地権者，交通管理者な

ど様々な方々にご相談をしながら作るものでございます。そういう中で，巡

回ワゴンの場所も含めてではありますが，90 ヶ所もの場所をリストアップし

て，おそらく全てにおいて何かしらの是非を検討されたと思いますが，我々

でもやったことがないような数を，行政の方がやっているっていうのは結構

衝撃的であると思います。その中で確認ですが，色塗りされていて物理的に

不可というところがありますが，これはご指導等々もあるかと思いますが，

幅員の制限があるということは我々もそういう指導をいただいていますが，

このような規制で不可になってしまっているところなのか，それとも何かご

指導等々があって不可なのか，この「物理的に不可」というところについて，

もう少し教えていただければと思います。  

【会長】  

お願いします。  

【事務局】  

ご質問ありがとうございます。10 ページにお示ししている「物理的に不可」

についてですが，ページの一番上に記載させていただいています道路幅員や

交通規制等，沿道状況により物理的に不可となった乗降ポイントです。主に

運行を予定しているエリアの道路幅員が狭いことによるものです。先程の説

明と重複しますが，乗降ポイントについては，あくまでも現時点での内容と

なっています。当市としては，当初の 90 箇所をベースに，施設管理者の了承

が得られなかった場所や，極めて設置が困難な道路を除き，柔軟な対応がで

きればと考えております。具体的には，近くに代替となる乗降ポイントを設

置できないか，また，再度見通しの良さや交通量などを鑑みた場合の可能性
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がないかなど，様々な角度による検証を進めて行きたいと考えております。

このため，今後の乗降ポイントは，掲載箇所より増加が見込めると考えてい

ます。以上になります。  

【Ｊ委員】  

ありがとうございます。そうしますと，この薄く塗られているところは，

施設の方に断られたということだと思いますが，濃く塗られているところは

ざっと見て半分くらいは，やはり無理であるということかと思います。先ほ

どＤ委員からも厳しい意見がありましたが，現実的には 60 箇所ほどは物理的

に難しく，多くても 30～ 40 箇所くらいにとどまってしまうというエリアであ

るという認識で合っていますでしょうか。  

【事務局】  

今の時点では，現状の条件による限界を設定せずに，まず設置が可能な場

所がどのくらい増やせるかということで継続的に協議をしています。  

【Ｊ委員】  

ありがとうございました。  

【Ｄ委員】  

物理的に不可というのは，地域住民からするとなかなか理解が難しい。市

境の大沢地区に隣接している深大寺北町で，私たちで７箇所調べて実測した。

市境で比べると，調布市も三鷹市もそんなに変わらない，確かに調布市の方

が狭いというところはあったが，大きな差はないのでは。三鷹市の方では幅

が３ .８ｍ位でも７箇所乗降ポイントが設置されている。丁字路でも自動販売

機に乗降ポイントの目印が貼ってありました。 目立っていいなと思ったので

すけど，そこから調布側へ渡ってみると，調布では決定的にここには設置で

きないという場所は，僕らにはよく見えてこない。どうして増やせないのか

なというのと，スケジュールから見るとかなりタイトだということを皆さん

も多分同じ感想持たれているのではないかと思うのですけど，地域住民の

方々も地域の力を発揮したい，協力したいというふうに申し出もあるのです

よね。もう少し地域の中で広報を進められるように，それこそ，ここならい

いのではないか，というようなところを，例えば交通管理者の方に見ていた

だいて，ここは厳しいからこちらに設置する，などそういう手立ては取れな
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いのかと。このような，事業実施するための進め方というのはないと，これ

は難しいかなという気もしている。この中でデマンド型交通に対する周知も

しないといけないし，予約方法のことも地域住民に広めなきゃいけない。ち

ょっと時間がタイトだな，というのが私の感想です。  

【会長】  

道路幅員が３ .８ m で，三鷹市は７箇所設置できていると。三鷹市では認め

られているけれども調布市では認められず，その理由を警察に聞くというの

があるのですかね。はやり役所だけの力では，道路幅員や交通規制など，警

察からの条件をクリアできないのではないか。三鷹市で認められているもの

と同じ条件の場所を見せて，なぜだめなのかというのを聞くことも。  

【Ｄ委員】  

私たちの目線では分からないこともあると思う。現地で，協力いただける

よう依頼するなど，そういうことをやっていかないと乗降ポイントを増やせ

ないと思うのですけど。25 箇所から増やす方向だとは聞いているけど，いつ

までにどれくらいをやるのかというボリューム感が分からないと，地域の理

解も深められないのではないかと思う。  

【会長】  

ということで，この「物理的に不可」という個所がかなりあるので，ここ

をどうクリアするかというのは重要なことだと思います。他にご意見ありま

すか。  

【副会長】  

少し補足説明的なことも含めて，私の方で知っている範囲でお話したいと

思います。重要な意見がかなりたくさん出てきているという印象を持ってい

ます。それで，10 ページにある乗降ポイントの設置が難しいことについては，

やはりどうしても車両制限とか，それから交通規制などもあり，このような

法令をまず遵守するということがマストになると思うのですけれども，合わ

せて実査というものが交通管理者を含めて行って，その場所の安全性，視認

性と，乗降ポイントの設置によって他の交通事業者やドライバーに対する一

般の乗用車やトラックなど，見せ方などの部分も含まれている中で，最初の

判断では不可となった後に改めて実査した結果，設置の許可が出るという可



 

25 

能性もあるので，粘り強く，また地域の方の力添えをいただきつつ要望も出

していただきながら行うことがかなり重要ではないかと思っています。そう

なったら，当協議会も活用し，現地に，住民の方にも入っていただくことも

もちろん大事ではないかとＤ委員の話を聞いて思ったところもあります。そ

ういったことが，この先々の取り組みの中で出てくるといいのかなと思いま

した。現状としては，現時点では 25 箇所と言いつつ，少し増加した形で見込

みがまだあると思いますので，残されている期間で粘り強く調整を行ってい

ただきたいというのが一点です。  

もう１つは，デマンド型交通にこだわるというのもあるのかもしれません

けれども，デマンド型交通を入れるということは，やはり地域の移動の仕組

みを変えていくというスタンスだと思います。定時定路線型のバス運行をし

ている中で，地域のニーズに合わないことから乗客が少なくなってしまうな

どがあり，そうなると公共交通機関として維持できなくなってしまう。この

ような中で実験的にドアツードアの仕組みを導入して，移動困難者あるいは

移動する弱者に対して移動する選択肢を増やしていこうという行為は，非常

に良いことだと私は思っています。会長も仰ってましたが，特に行政管轄を

超えて三鷹市に乗り込んでいったというのは重要なところで，大事な側面を

ついてくれたと思っておりますので，調布市に一定レベルの評価をしたいと

思っています。ぜひ継続して，なかなか難しい乗降ポイントを増やしていた

だきたいと思うのですけれども，できる範囲で実行に向けて動けるよう，な

るべく今の予定が後ろ倒しにならないように調整いただければと思う次第で

す。簡単でございますが以上です。  

【会長】  

はい，ありがとうございます。心強い意見を頂いたということで，その他

にございますか。よろしいですか。  

それでは，質問が無いようでしたら，収束の方向で行きたいと思います。

今後のことについては，乗降ポイントを追加していくことについては皆さん

も異論は無いと思います。事務局としては，地域や警察と協議しながら乗降

ポイントの追加に向けて調整を進めていただきたいというのが私の意見です。

その場合に，住民の方もぜひご協力をしていただいて，何とか 25 ヶ所をもっ
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と増やして行く方向にできたらと思いますので，ぜひよろしくお願いします。 

本日の議論で概ね市が取り組むデマンド型交通の概要は皆さんにご了解い

ただけたと思いますので，乗降ポイントの追加のみであれば一旦事務局で調

整していただいて，次回の協議会は皆さんに再度集まっていただくというこ

とは省略して，書面開催ということでいかがでしょうか。よろしいですか。  

書面開催において，25 ヶ所から増えたというような状況を報告できればと

いうことですので，よろしくお願いします。  

事務局から皆さんに資料を送付して，それをもって協議会でまとめたとい

うことにしたいと思いますが皆さんよろしいでしょうか。  

異議がないようですので，書面による開催ということで，よろしくお願い

します。その他，委員の皆様からご意見があればお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。  

はいＤさんどうぞ。  

【Ｄ委員】  

私たち地域３団体の代表としてですが，まあいろいろ意見があって，どれ

くらい増えるのか，今の状態では非常に少な過ぎてデマンド型交通のメリッ

トが本当に出せるのだろうかという疑問を多く寄せられています。そういう

こともあって増やすために地域で動いて協力したいな，と私は思っているの

ですけど。正直，私としても，地域としても納得感が得られない。  

それからもう１点。先ほど話題になった杏林大学病院について，非常に混

み合っているということで事業者からもご質問がありましたけど，杏林大学

病院に行くのに 700 円。三鷹市では，大沢地区から杏林大学まで 300 円。し

かも三鷹では地域内は 100 円ですよね。やっぱり地元の人間として隣の地域

となんとなく比べてしまうのですね。それは調布市と三鷹市で財政が違うと

いうことで，かけられる金額が違うというのは確かにその通りだろうと思い

ますが，その辺の違和感も感じつつ，少しすっきりしない感じを表明してお

きたいなと思います。  

【会長】  

ありがとうございます。デマンド型交通がどうなるか，まだ納得できてな

いということですね。  
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２点目は，三鷹市が安くて調布市が高いのはなぜなのか，という意見をい

ただきました。これについては，調布市が貧しいのだと思ってください。  

最終的なところは書面開催で行いますので，どうぞよろしくお願いします。 

それでは，何もなければ事務局に司会をお返ししたいと思います。  

【事務局】  

本日は皆様に貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございました。 

次回の協議会は書面にて，追加分の乗降ポイントの資料などを皆様に詳細

をお示ししたいと存じます。何卒よろしくお願いいたします。  

事務局からは以上でございます。  

 

開会  

【会長】  

以上をもちまして，第１回調布市公共交通活性化協議会を終了いたします。 

どうもありがとうございました。  


